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（１） 事業者及び代表社名

　　株式会社　技研サービス

　　代表取締役　　明地須賀子

（２）所在地

　　〒920-0342　石川県金沢市畝田西1丁目93番地

（３）環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

　　責任者（担当兼務）　　明地貴之

　　連絡先　TEL   　076（268）6671

　　　　　　FAX     076（268）7974

　　　　　　E-mail　giken＠tulip.ocn.ne.jp 

（４）事業の内容及び認証・登録範囲

建築物における清掃及び維持管理業務

建築物清掃業登録　　石川県29清　第105号

建築物飲料水貯水槽清掃業登録　　石川県29貯　第454号

建築物ねずみ昆虫等防除業登録　　石川県29ね　第506号

（５）事業の規模

昭和51年4月(1976年4月)

1,000万円

62名

4月 1日　～　翌年3月31日

（６）対象活動の範囲

・対象組織 全組織対象

・対象範囲 全活動

対象活動のレポート

・ 対象範囲 ：令和4年4月1日～令和5年3月31日

・ 作成日 ：令和5年8月1日

・ 発行日 ：令和5年8月10日

1．■事業活動の内容■

発行日：令和5年8月10日

作成者：環境管理責任者

　　　　　　URL　 　http://gikenservice.co.jp

設 立

資 本 金

従業員数

事業年度
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　株式会社技研サービスは『お客様に喜んでいただけるサービスを提供する』という経営理念

のもと、総合ビルメンテナンス業を行っています。

　当者の事業活動を進めていくうえで、環境に及ぼす影響を理解し、環境保全活動を継続的に

取り組むとともに、向上を目指して行きます。

主な環境活動は以下のとおりです。

・当社の活動及びサービスに係る環境側面を認識し、エコアクション21を構築し、

　継続的改善を図る。

・環境関連法規を遵守し、環境保全に努める。

・事業活動により排出される二酸化炭素量の削減に努める。

・省資源（節水）に努める。

・廃棄物の低減に努める。

・化学物質の管理に努める。

環境経営方針は全社員に周知するとともに、環境経営レポートを作成・公表し、地域との

コミュニケーションを図ります。

改定日 平成31年4月1日

株式会社　技研サービス

2．■環境経営方針■

代表取締役　明地須賀子

・作業技術向上のため、社員の教育訓練の充実に努める

発行日：令和5年8月10日

作成者：環境管理責任者
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【技研サービスの環境経営方針とSDGsへの取組み】

３．９ ６．４ ７．３ １１．６
１２．２
１２．５

１３．２
１３．３

１５．１ １７．１７

環境経営
方針

取組内容

車両の適
正運転、効
率的運航、
相乗り実施

空調温度
の適正管
理、消灯の
徹底

分別回収
の徹底、リ
サイクルの
推進
コピー用紙
の裏面使
用、PDF
ファイルの
活用

3
水使用量
の削減

洗車での水
使用量削
減、事務所
での節水

害虫駆除
剤の使用
管理、ワッ
クス剥離作
業の適正な
運用
洗浄・剥離
作業の教
育訓練の
実施

５
EA21活動
の継続的
改善

教育訓練
の充実、改
善事例の
発表

６

法規制の
遵守と地
域社会と
の連携

法規制の
遵守と地域
社会との連
携

技研サービスは事業活動を進めるうえで環境に及ぼす影響を理解し、環境保全活動に継続的に取り組み、向上を目指します。

★は重点項目、●は関連項目
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令和5年4月1日

経理部 ビル管理業務部 環境ケア事業部

3．■株式会社技研サービス実施体制図■

代表取締役
明地　須賀子

環境管理責任者
明地　貴之

安全管理者
安全衛生推進者

産業医
伊藤病院

業
務
二
課

業
務
三
課

G
2
T
A
M
事
業
課

バ
イ
オ
プ
ロ
テ
ク
ト
事
業
課

総
務
課

人
事
課

発行日：令和5年8月10日

総務部・人事部

業
務
一
課

会
計
課

財
務
課

経
理
課

ベ
ッ

ド
・
ソ
フ
ァ
ー

ク
リ
ー

ニ
ン
グ
事
業
課

作成者：環境管理責任者
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①環境経営方針の策定

②環境管理責任者の任命

③経営資源（人・物・金）の準備

④代表者による全体の見直し

⑤環境経営目標・環境経営計画書の承認

①環境経営システムの構築・実施・管理

②環境関連法規等のとりまとめ確認・承認

③従業員に対する教育訓練の実施

④環境経営目標、経営計画の達成状況の確認

⑤環境経営レポートの確認

①環境経営方針の周知徹底

②環境経営活動計画の実施

③環境経営目標の達成状況の確認

代表取締役

各責任者

4.■環境経営システム　役割・責任・権限表■

発行日：令和5年8月10日

作成者：環境管理責任者

環境管理責任者
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(5-1)環境負荷の状況

 　による環境負荷の低減、廃棄物排出量の抑制を目標と定め取り組むこととした。

　＊購入電力の二酸化炭素排出係数は北陸電力令和2年の0.526kg-CO2/kWhを

　　使用しています。（令和2年度より適用）

（過去4年間の実績表）

実績 単位 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

①二酸化炭素排出量　 kg-CO2 25,354 25,924 26,054 26,572

②廃棄物排出量 ｋｇ 378.00 299.71 301.66 446.71

③リサイクル率 ％ 65.00 68.60 68.84 86.60

④水使用量 ㎥ 137 107 105 100

⑤教育訓練 回 12 12 12 12

⑥化学物質の管理強化

①二酸化炭素排出量

　二酸化炭素排出量の割合比率は電気18.6％、ガソリン54.8％、軽油25.5％、灯油1.1％を占める。

　割合比率は電気及びガソリンは減少したが、軽油が4.4％と上昇した。

　夏季・冬季の二酸化炭素排出量の増加が前年度同様顕著であり、新型コロナウイルスの感染対策

　として、事務所・作業車ともに窓を少し開けた状態で換気をしながらの冷暖房使用が原因と

　考えられる。7月～9月上旬まで真夏日や猛暑日が連日あり、熱中症対策として冷房を長い時間

　使用していたが、これが特に顕著に数字として出ている。

　灯油の使用量が約1％減少したが、これはストーブの使用をなるべく抑えるよう携帯グッズや

　厚着、ブランケットの使用を推奨したことが功を奏した。

　前年度と比べて同じ月に50L以上給油の量が増えた月は5月・7月・9月・10月・12月となった。

　前年と比べて消毒などの突発的な作業は減ったが、4月より往復32kmの日常現場作業が週3日程度

　入り、軽油を使用する作業車が頻繁に使用されたことが軽油の給油量の増加に繋がった。

　また、7月から移動距離のある現場作業が増え、9月～10月は山手のスポット現場作業が

　入ったため、前年度と比べて給油量が極端に増えている。

　引き続き季節を問わずに常時換気を行っていたため、冷暖房設備による電気使用量増加の

　主な原因となった。

　例年並みに二酸化炭素排出量の8割は化石燃料による。

　目標に対しては1572kg-CO2上回り、今年度も昨年同様目標が大幅未達成となった。

5．■環境経営実績と環境経営目標■

 　当社の環境負荷低減を目標として、二酸化炭素排出量の抑制、リサイクル率の向上

ＳＤＳによる化学物質の特定と数量把握

　前年度と比較すると二酸化炭素排出量が518kg-CO2増加している。
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②③廃棄物排出量/リサイクル率　

　洗浄剤等の廃缶は全てリサイクルしている。

　今年度より事務所内から出るゴミ(燃えるゴミ・資源ゴミ・金属類・木くず等)をすべて

　業者回収とした。

　資源ごみ（新聞紙、段ボール、缶、ペットボトル等）は分別し、全てリサイクルしている。

　引き続き会社で出る缶、ペットボトルの重さだけでなく、本数を数えている。

　事務所内からのゴミを業者回収としたため、再生利用可能な資源ゴミ類の量が前年度と比べて

　大幅に増えることとなった。特に4月と5月に倉庫内の大掃除を行い大量の廃プラゴミが出た

　ため、全体的にゴミの量が前年度より増加している。

　その代わり、徹底した分別を行ったため、燃えるゴミの量は1ヶ月平均1kg少なくなった。

　前年度よりも夏の暑さが厳しい日が多く、ペットボトル・缶類の消費を抑えることはやはり

　難しく、ラベルやキャップの分別の推奨などで従業員に協力してもらっている。

　例年通りコピー用紙の裏紙使用を徹底し、新しい紙を使わないようにしている。

　印刷する際は、表裏両面印刷も活用している。

　リサイクル率に関して、燃えるゴミや埋め立てゴミなどは徹底して分別し、

　最低限を心掛けている。

　現場から引き揚げてくる大量の廃プラ、木くず、金属に関してはそのほとんどがリサイクル

　可能なため、引き続き分別を徹底する。

④水使用量　

　水は市水を使用する。トイレ、台所、洗濯室など事務所維持のために最低限使用する

　ものである。5年連続で目標数値を達成し、近年は毎年前年度よりも減少し続けている。

⑤教育訓練　

　社員の技能向上を図るため、毎月教育訓練を実施する。

　毎月安全衛生委員会においてケガをしないような対策をしたり、体調管理をする上での情報提供

　をしている。特に熱中症対策に関しては、会社より塩飴や麦茶を現場作業員に提供しており、

　対策を訓練だけでなく現物により行っている。

　本社従業員に対して緊急事態訓練の様子を会議で説明し、緊急時の対応などを周知した。

⑥化学物質の管理強化

　PRTR法に該当しない物が大部分ではあるが、清掃業務で使用する洗剤、剥離剤、ワックスなど

　使用資材について、SDSを取り寄せ、確認した上で使用量を集計している。

　また、使用方法や管理手順等について取りまとめ、安全に管理できるように教育している。

発行日：令和5年8月10日

作成者：環境管理責任者
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（5-2）令和4年度環境経営目標と中期計画

目標 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

①二酸化炭素排出量　 kg-CO2 25,000 25,000 25,000 26,000 26,000

②廃棄物排出量 ｋｇ 380 340 340 500 500

③リサイクル率 ％ 65 65 65 70 70

④水使用量 ㎥ 140 125 125 120 120

⑤教育訓練 回 12 12 12 12 12

⑥化学物質の管理強化

①令和5年度二酸化炭素排出量は引き上げて26000kg-CO2を目標とする。

　(令和4年度目標値は25,000kg-CO2以下)

　令和4年度もまた、新型コロナウイルスの感染対策として季節を問わず換気の必要があったため、

　電気使用量がさらに増加した。灯油についてはストーブを使わない日も多く、使用量が減少した。

　来年度もまた新型コロナウイルスの感染対策が必要か、またそれに伴う突発的な消毒作業の有無も

　全く予測がつかないため、令和5年度も電気使用量・給油関連の減少は非常に厳しいと思われる。

　そのため、目標値を26000kg/-CO2に下方修正し、今後の動向を見守っていきたい。

②令和5年度　廃棄物排出量は500㎏を目標とする。(令和4年度目標値は340㎏以下)

　令和4年度では、大幅に目標値を上回ったため、一旦500kgと大幅に引き上げる。

③過去の実績を踏まえ、リサイクル率は70%以上を目標とする。

　平成29年度から令和4年度までの5年連続での目標達成となっており、引き続き120㎥と目標を

　維持する。事務所維持のために最低限使用しているだけであるが、引き続き高い目標数値の

　達成を目指す。

⑤教育訓練回数は社員技能向上を図るため、毎月教育訓練を実施する。

　技能向上だけでなく、安全対策、体調管理対策、メンタルヘルス対策など多岐に渡る教育訓練

　を行う。

発行日：令和5年8月10日

作成者：環境管理責任者

⑥剥離液等のＰＲＴＲ法関連物質の取扱い手順、排水手順、数量把握などの教育を行う。

④令和5年度　水使用量は引き続き120㎥以下を目標とする。（令和4年度目標値は125㎥以下）

ＳＤＳによる化学物質の特定と数量把握
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達成率

目標　① 実績　② ①／②

①二酸化炭素排出量　 kg-CO2 25,000 26,572 94.08 △

②廃棄物排出量 ｋｇ 310 446.71 69.40 ×

③リサイクル率 % 70 86.60 123.71 達成率②/①　〇

④水使用量 ㎥ 115 100 115.00 〇

⑤教育訓練 回 12 12 100.00 〇

⑥化学物質の管理 ＳＤＳ調査、集計 ＳＤＳ調査、集計 実施済 ○

①二酸化炭素排出量（令和4年度　目標25,000kg-CO2　対して　実績26,572kg-CO2　達成率94.08％）

　令和2年度より二酸化炭素排出量目標が25,000kg-CO2と上方修正された。

　さらに難しくなる可能性の方が高い。

  前年度より引き続きエコドライブ事業に参加し、毎月の給油量に加え各作業車の走行距離を

　記録することにした。結果、軽油使用の作業車2種が年間5000km前後使用されていた。

　割合比率は電気及びガソリンは減少したが、軽油が4.4％と上昇した。

  引き続きエコ運転の推奨を促していく。

②③廃棄物排出量/リサイクル率　（令和4年度　目標310㎏/70％　対して　実績446.71㎏/86.60％）

　裏紙の使用や、電子保存によるペーパーレス化への移行により、前年度同様一定の効果が

　得られている。取引先へpdfファイルやデータでやり取りすることが増えており、引き続き

　紙での保存は最低限にとどめている。洗浄剤等の廃缶は全てリサイクルしている。

　資源ごみ（新聞紙、段ボール、缶、ペットボトル等）は分別し、全てリサイクルしている。

　前年同様缶・ペットボトルの本数は具体的に数値化し、1年間を通してどれだけの量が

　出ているかを明確にした。廃棄物排出量に関しては、今年度より事務所から出るゴミの内、

　資源・金属他回収可能なものをすべて業者回収としたため、量が大幅に増える結果となった。

　しかし、資源ゴミに関してはすべて再生利用可能ということもあり、リサイクル率に関しては

  大幅な上昇となった。

　前年度と比較すると二酸化炭素排出量が518kg-CO2増加している。

　目標に対しては1572kg-CO2上回り、今年度も昨年同様目標が大幅未達成となった。

　目標数値を引き上げたにもかかわらず、年々数字が減っており日頃の節水意識の成果が

  今まで以上となった。

⑤教育訓練　（令和4年度　目標12回　対して　実績12回　達成率100％）

　引き続き定期的な会議などで、従業員に節約の意識が浸透してきている。

⑥化学物質の管理

　洗浄液、ハクリ液に含まれている化学物質はＭＳＤＳを確認するところにより数量の把握は

  できた。

発行日：令和5年8月10日

作成者：環境管理責任者

6．■令和4年度の環境経営目標に対して実績と評価■

目標 単位
令和4年度

評価

　前年度同様80％を占める化石燃料（ガソリン・軽油）に関しては会社経営上必要不可欠である。

　引き続き可能な限り二酸化炭素排出量の抑制に取り組む。しかし、今後も新型コロナウイルスによる

　新しい生活様式に伴う電力・ガソリン使用量が増加する場合、二酸化炭素排出量の減少が

　　　　　　　　　　　　（廃棄物排出量　達成率69.40％　　リサイクル率　達成率123.71％）　
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目標 評価 担当部署

車両の適正運転（アイドリングストップ等） △

空調温度の適正管理をする（27℃、22℃） ○

車両の効率的運行をする ○

照明の管理をする（消灯の徹底） ○

事務所不在時の消灯を徹底 ○

事務所不在時の冷暖房ＯＦＦ 〇

車輌の相乗り実施 △

廃棄物の分別回収を徹底する ○

○

廃棄物のリサイクルをすすめる ○

○

コピー用紙の裏面使用を徹底する ○

パソコンの利用拡大を図る ○

〇

〇

洗車で使用する水を減らす ○

トイレ、洗濯、流し台での節水をする ○

EA21導入の意義を周知する ○

定例会議で進捗を報告する ○

改善事例の発表をする ○

環境浄化クリーニングの継続使用 ○

害虫駆除における除菌・駆除剤の使用 ○

環境にやさしい駆除剤等の選択 △

ワックス剥離作業手順書作成 ○

洗浄作業、剥離作業の教育訓練の実施 ○

評価基準：○ 実施できた、△ ほぼ実施できた、― 該当なし

発行日：令和5年8月10日

作成者：環境管理責任者

水使用量の削減

7．■令和4年度の環境経営計画とその実施状況■

全員

廃棄物排出量の削減

複合機の設定により印刷ミスを防ぐ

PDFファイルによる保存をする

教育訓練

化学物質の管理
ビル管理事業部
環境ケア事業部

総務・人事・経理

具体的取組内容

二酸化炭素排出量の削減

産業廃棄物が発生した場合は契約書とマニフェスト管理

シュレッダーの使用は機密書類に限定する
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目標 担当 目標値

車両の適正運転（アイドリングストップ等）

空調温度の適正管理をする（27℃、22℃） 排出量

車両の効率的運行をする 26,000

照明の管理をする（消灯の徹底） （㎏-CO2）

事務所不在時の消灯を徹底

事務所不在時の冷暖房ＯＦＦ

車輌の相乗り実施

廃棄物の分別回収を徹底する 排出量

500

廃棄物のリサイクルをすすめる （㎏）

コピー用紙の裏面使用を徹底する リサイクル率

パソコンの利用拡大を図る 70

（%）

洗車で使用する水を減らす 120

トイレ、洗濯、流し台での節水をする （㎥）

定期会議で進捗報告

改善事例の発表

害虫駆除剤の使用方法の管理

環境にやさしい作業方法の提案

ワックス剥離作業手順書作成と適正な運用

洗浄作業、剥離作業の教育訓練の実施

発行日：令和5年8月10日
作成者：環境管理責任者

二酸化炭素排出量の削減

産業廃棄物が発生した場合は契約書とマニフェスト管理

シュレッダーの使用は機密書類に限定する

化学物質の管理

ビル管理
事業部

環境ケア
事業部

－

8．■令和4年度の環境経営目標と具体的な取り組み■

全員

廃棄物排出量の削減

複合機の設定により印刷ミスを防ぐ

PDFファイルによる保存をする

水使用量の削減

教育訓練

ＥＡ21導入の意義浸透

12回

具体的取組内容
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9．■環境関連法規等の順守状況の確認及び評価結果並びに違反訴訟等の有無■

環境関連法規名 順守評価

廃棄物の処理及び ・産業廃棄物保管基準の順守 順守できた

清掃に関する法律 ・産業廃棄物の収集、処理委託基準の順守 順守できた

・産業廃棄物管理票による管理

　①マニフェスト使用状況の報告

　②マニフェスト管理台帳の作成

　③マニフェストの保管（５年間）

フロン排出抑制法 ・機器の点検の実施

・漏洩防止措置

・点検等履歴の保存

・適正かつ確実な回収・破壊の処置

・登録回収業者に委託し、回収依頼書と委託確認書

を交付

金沢市生活環境の保全 駐車場設置等の責務

等に関する条例 →周辺環境への被害発生防止

PRTR法 ・建築物維持管理者は対象外

・１０名は対象外

・剥離液に含まれる2-アミノエタノールは

　PRTR法対象物質であるが近年は含まれていない

　剥離剤での代用が増えている

・剥離液、洗浄液、ワックス液の購入量、密度

　　含有量→使用量は算出している

環境関連法規の違反はありませんでした。また、関係当局より違反訴訟の指摘は

過去に一度もありません。外部からの環境に関する苦情や要望についても、ありませんでした。

法律違反の有無 無し

訴訟の有無 無し

発行日：令和5年8月10日
作成者：環境管理責任者

環境に関する苦情の有無 無し

順守すべき内容

順守できた

順守できた

順守できた

順守できた

順守できた

内容 順守
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　引き続き新型コロナウイルスが流行により、日頃から感染対策が必要な一年だった。

二酸化炭素排出量に関しては主に夏場と冬場において冷暖房の使用量増加により、影響を受ける

こととなった。昨年同様夏場は屋内外問わずマスクの着用が義務付けられるところもあり、

作業中にかなり体力を消耗することがある。現場作業の途中休憩では主に作業車内で休むことが多く、

休憩の際に冷暖房の使用に伴うアイドリングを避けることができない。

　新型コロナウイルスの消毒作業は一旦落ち着き、大量の使用済み防護服の廃棄はなくなった。

しかし、事務所内で手洗い後はペーパータオルを使用するなど感染対策とエコの両立が難しい面もある。

　令和4年度の環境経営目標に対して、主にリサイクルに関して概ね目標が達成されている。今年度から

燃えるゴミを業者回収としたため、資源ゴミの分別が徹底され従業員のさらなる分別意識が浸透し

前年にも増してより良い結果となって表れている。

　従業員一同には前年度同様常日頃からの意識を高く持って行動できたことに、改めて感謝の意を表する。

　無駄を省く気持ちの積み重ねが大きな結果を生むはずなので、今後も従業員全員が意識を高く持ち

継続的に各種施策を取り組むように努めてほしい。

　二酸化炭素の排出量の80％を占める化石燃料に関しては会社経営上必要不可欠であり、

今後の新型コロナウイルスの社会的影響と営業活動の増加に応じて変化するものであるが、

過ごしやすい時期などにできる限り減らすように心がけることとする。

今年度は灯油の使用を減らすための試みを行い、1％ではあるが使用量を減らすことができた。

　前年同様、引き続き安全対策の徹底とマニュアル化（教育・周知）を推進して欲しい。

　顧客満足度の向上のために、現場レベルでのよりよい意見などは活発に発言してもらい

会社全体一致団結をして取り組んで欲しい。

　また、どんなことでもできることから試してみて挑戦して欲しい。

10．■代表者による全体評価と見直しの結果■

令和5年8月10日

　株式会社　技研サービス

　代表取締役社長　明地須賀子
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令和　４年　７月　２０日

環境管理
責任者

明地 明地

 緊急事態の環境側面 ガソリン駆動の高圧洗浄機からのガソリンの漏洩

令和　４年　７月　１９日 明地、中邑、梅澤、谷、

１０：００から１１：００ 苗代、南、日野、小林

　緊急事態の

　想定内容 漏洩したというという想定

　模擬訓練の 3.消火器の劣化や錆の確認

　想定内容 4.消火器の取り扱いや更新の時期の把握

5.地震や大雨等緊急時の機械の電源等の取り扱いの確認と周知

6.万が一、消火器でも消火が間に合わないと判断した場合は速やかに

→環境管理責任者　明地貴之

　 環境責任者の判断で行政への連絡を行う。

　　　　　消防署　　　　１１９

　　　　　警察　　　 　　１１０

　（添付資料内容）

　課題（反省事項含む） 手順通り実施しました。

　及びその他

　訓練・テストの 　手順書改正（　要　・　否　）

　結果からの標準化

　（基準・手順書の変更等）

1.災害及び事故による機械転倒の際のガソリンの漏洩を想定した訓練と

　 消火器の場所の把握

2.機械の周りを重点的に点検、他車輪や本体の摩耗・劣化・錆の点検

   消防署へ連絡を行う

発行日：令和5年8月10日
作成者：環境管理責任者

緊急事態　対応訓練 作成者

実施記録

　実施日時 参加者

高圧洗浄機にタンクからガソリンを給油中に誤ってガソリンが床へ



環境管理
責任者

明地 明地

　【想定した緊急事態】

　　ガソリン駆動の高圧洗浄機の給油中に誤ってガソリンを漏洩

　【対応手順】

1 給油の中断

　→ 速やかに機械の給油口及びタンクの給油口を閉める

　→ タオルを用意し漏れ出たガソリンをタオルに染みこませる

　→ 作業員が他にいた場合は、消火器を持ってくる

2 機械の点検

　→ 機械本体及び車輪の駆動や錆などが運転に支障がないか点検

　→ 電源の取り扱いの確認と周知

3 消火器の場所と本体の点検

　→ 消火器の場所と取り扱い方の確認、使用期限の点検

4 環境管理責任者への報告

　→環境管理責任者　明地貴之　

環境管理責任者の判断で行政への連絡を行う。

消防署 119

警察 110

　　　　　作成者：環境管理責任者

緊急事態対応手順書
作成日　2022/7/20

作業手順書名 作成者

ガソリン給油時の緊急事態対応手順書

　　　　　発行日：令和5年8月10日



責任者

明地 小林

　7月20日会議にて、「緊急事態手順書」及び「緊急事態マニュアル」を現場責任者に一読して

もらい、ガソリン給油時の危険と対処への理解を改めて深めることができた。

今年は特に作業時以外にも車の給油時にも関する事柄であり、改めて給油時の危険を周知できた。

給油缶からの給油は中身入りの缶の重さもあり、男性従業員がほとんど行うため、現地勤務の従業員も

対象となった。給油時は特に重さで手元が狂いやすいため、可能な限り両手でしっかり支えること、

給油時に機械が動かないか、電源周りは安全かを確かめるために2人以上で作業することを推奨した。

ガソリンが漏出した場合も慌てず給油を中止し、機械本体の給油口周りを拭くこと、万が一の事を考え

近場の消火器を持ってくること、現場に入った際にガソリンの給油缶から給油が必要な場合は最初に

消火器の位置を確認することを周知した。同時に避難経路の確認も行い、また給油時は周りに人が

いないか確認するよう説明も行った。

給油缶を使用する機械は不特定多数の人が出入りする公共の施設なので、特に夏休みなど子供たちが

多く来る時期やイベントがある際には細心の注意を払うよう念押しした。

　徳島県徳島市のホームページにガソリン携行缶でのガソリンの購入と保管方法のファイルがあったため

参考資料として添付し、会議にて回覧した。

緊急事態訓練会議
環境管理

作成者

ガソリン給油時の緊急事態対応について

発行日：令和5年8月10日

作成者：環境管理責任者



環境管理
責任者

明地 明地

ガソリン携行時の注意点
直射日光の当たる場所や高温の場所に置かない

　夏場はもちろんのこと、それ以外の時期でも直射日光の当たる場所や高温の場所に

ガソリン　携行缶を置くと、ガソリンの液体又は可燃性蒸気が大量に噴き出す可能性

があるため、日陰の風通しの良い場所にガソリン携行缶を置くこと。

　ガソリン携行缶の蓋やエア抜きの締め方が緩いとガソリン携行缶周辺に可燃性蒸気が

出続けて危険なので、使用後は確実に締めること。

周囲の安全確認とエンジン停止を徹底する

　ガソリン携行缶を取り扱う場合は周囲に火源になりそうなものがないことを

確認すること。

　ガソリン携行缶を用いて発電機等にガソリンを注油する際には、ガソリン携行缶の

蓋を開ける前に発電機などのエンジンを必ず停止すること。

蓋を開ける前に、エア抜きを行う

　日陰の風通しの良い場所にガソリン携行缶を置いてあっても、外気温の上昇に伴い

ガソリン携行缶内の圧力が高くなっている可能性があり、ガソリン携行缶の蓋の開放に

伴い、ガソリンの液体や可燃性蒸気が噴き出す可能性があることから、ガソリン携行缶

の蓋を開ける前に、少しずつエア抜きを行うこと。

　直射日光や発電機の排気口等によりガソリン携行缶が暖められている場合は、

ガソリン携行缶の蓋の開放やエア抜きをしないこと。すぐにガソリン携行缶を

周囲に火気や人がいない日陰の風通しの良い場所に移動させ、ガソリンの温度が常温

まで下がる6時間程度はおいた後にゆっくりとエア抜きを行うこと。

　 ガソリン携行缶の内部が高温・高圧になっている場合は、ガソリン携行缶の外側が

熱くなっていたり、蓋が固く開けにくくなっている場合がある。

ポリ容器での保管は絶対にしないこと

　ガソリン携行缶は、消防法令により強度や材質が定められている。

「試験確認済証」のラベルが付いた金属製の携行缶を使用すること。

灯油ポリ容器での保管は絶対にしてはならない。

ガソリン携行缶の注意表示

　京都府福知山市の花火大会会場でのガソリン携行缶による火災を受け、

ガソリン携行缶の使用者に特に注意すべき重要な事項をガソリン携行缶の注油口付近の

目立つ場所に読みやすい大きさのシール等により表示することが望ましいとなった。

緊急事態マニュアル
作成日　2022/7/20

作業手順書名 作成者

ガソリン給油時の緊急事態対応手順書



ガソリンの「詰め替え」と「運搬」※別添のHPの資料を確認

　ガソリンスタンドで、ガソリンを携行缶に詰め替えたり、詰め替えた容器を

乗用車等で運搬する場合には法令で定められた事項を遵守しなければならない。

ガソリン火災を消火する方法
やってはいけない消火方法

通常、火災には水を使って消火を行うが、ガソリンは水よりも比重が

軽いため水をかけるとかえって火災が燃え広がってしまう恐れがある。

ガソリン火災は窒息消火

ガソリン火災は、酸素の供給を遮断して火を消す二酸化炭素、泡、ハロゲン化合物

による窒息消火を行う。ガソリン火災が発生したら、まずは消火器を用意する。

ガソリンを扱う場所には、必ず消火器を用意しておくことも大切である。

消火活動をしつつ消防に連絡する

素人が消化できるガソリン火災は、本当に初期の頃だけである。

多量のガソリンに火がついたり、気化したガソリンに火がついたりした場合は

すぐに大規模な火災になる可能性がある。

なので、ガソリン火災が起きた場合は初期消火をしつつ、すぐに消防に通報することが

大切である。ガソリン火災の時は消防署もそれに対応した装備で出動してくるため、

ガソリン火災であることを必ず告げる。

また、ガソリンを取り扱っている店舗や施設から火災が発生した場合は、

近隣住民へも避難を呼びかけること。

参考　

徳島県徳島市ホームページ　　ガソリン携行缶の取り扱いにご注意ください！！

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/anzen/shoubo_bousai/shoubou/prevention/danger/g.html

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/anzen/shoubo_bousai/shoubou/prevention/danger/450300a76tr.html

危険物取扱者試験 合格ガイド

https://www.kikenbutsu-guide.net/2015/07/23/206
　　　　　発行日：令和5年8月10日
　　　　　作成者：環境管理責任者
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